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　開会にあたり、松山功代表理事は「今年、民
法が 120 年ぶりに大改正されました。これに伴っ
て、マンションについても改正の影響が出てく
るものと思われます。こうした点も踏まえ、今
回は、『相続』というテーマを取り上げ、区分所
有者が亡くなった場合、管理組合にどのような
影響があるかを考えることにしました」とセミ
ナーの趣旨を説明しました。
　続いて、九鬼弁護士が講演。独居の区分所有
者が死亡した場合や、区分所有者の夫が亡くな
り、同居していた妻が一人暮らしになった場合
などを例に、管理組合がどのように対応するべ
きか、関連する法律を踏まえた手続きを示しま
した。（講演の要旨は２、３面に）

　第二部では、テーブ
ルごとに参加者が議論
し、その結果を発表し
ました。
　なお、当日のアンケー
ト で は、「 普 段 考 え な
いことを考えられてよ
かった」「一人暮らしで
参考になった」「いろん
な意見が聞けてよかっ
た」「自分だけでなく、

みんなが困っているのが分かった」「関心の高さ
に驚いた」などのご感想をいただきました。（ア
ンケートの結果は８面に）

区分所有者の相続は管理組合にも影響
第10回新時代のマンションセミナー&ワークショップを開催

　集改センターは 2019 年 11 月 16 日、大阪市北

区の毎日インテシオ会議室で、「マンションと相

続～運命共同体のマンション管理組合～組合員の

相続は他人事ではない」をテーマに、第 10 回新

時代のマンションセミナー＆ワークショップを開

きました。

　第一部では九鬼正光弁護士が講師となり「区分

所有者の死亡は他人事ではない」と題して講演。

第二部では出席者も参加して、ワークショップを

行い、管理組合が相続に関連するさまざまな問題

に直面した場合の対応などについて話し合いまし

た。

ワークショップ風景

あいさつする松山功代表理事
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【ケース１　独居の区分所有者が死亡

した場合】

　財産を持っている人が亡くなり、相続人がい
ないとか、相続人全員が相続放棄した場合には、
債権者などの利害関係人が「相続財産管理人」
の選任を家庭裁判所に申し立てます。
　管理組合も利害関係人として、申し立てでき
ます（民法９５２条）。ただ、その場合、大阪で
は家庭裁判所に１００万円を予納しないといけ
ません。
　相続財産管理人は、官報に公告を出したりし
て亡くなった人の財産や債務などを調査します。
　そして、「特別縁故者」の申し出を待つことに
なります。特別縁故者とは、相続人以外の人で
財産を承継できる立場にある人です。
　特別縁故者は自分から名乗り出る必要があり
ます。どんな人が特別縁故者になるかと申しま
すと、多いのは内縁関係にある奥さん、養子縁
組していない事実上の養子、長く介護をしてき
た人などです。
　特別縁故者に分与されなかった相続財産は、
国庫に帰属することになります。国庫に帰属す
るといっても、放っておいて国庫に帰属するこ
とはありません。実際には、相続財産管理人が、
相続財産の処分をして金銭に換えることになり
ます。
　以上が一般的な処理になります。
　　　　　　　　◇
　次に、マンションの部屋は専有部分といわれ、
区分所有権の対象になりますが、建物の共有部
分は全区分所有者の共有であり、敷地も同じで
す。
　共有において、共有者が死亡し、相続人がい
ない場合は、その共有持分は他の共有者に帰属
する（民法２５５条）ことになりますが、区分
所有法では敷地と建物の分離処分が禁止されて
います。
　したがって、結果としては先の一般的な場合
と変わりはありません。
　　　　　　　　◇

　では、管理組合としては、どのように対応し
ていくべきでしょうか。
　流れとしましては、以下のようになります。

「区分所有者の死亡は他人ごとではない」
九鬼弁護士の講演要旨

九鬼正光弁護士

①相続人の調査（一般的には管理会社に依頼）

②相続人の存在を確認できない

③家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう

④特別縁故者がいるか

⑤相続財産管理人によって、その住戸である専
有部分を処分してもらい、滞納監理費を支払っ
てもらう。残余財産（金銭）は、国庫に納入
してもらう。

管理費は誰に請求するか

【ケース２　区分所有者の夫が亡くな

り、同居していた妻が一人暮らしに

なった場合】

　こうしたケースは多くあり、登記簿を見ると



- � -

NPO 集改ニュース2020（令和2年）年1月 通巻第59号

　この規定をマンションに当てはめると、「管理
費は配偶者が負担する」と読み替えることがで
きます。
　私は、管理費の請求は区分所有者にすべきも
のと考えますので、改正法の影響は受けないと
考えます。管理組合は、家庭内の問題にはタッ
チしませんので、あくまで区分所有者に請求す
れば良いと思います。配偶者の居住権に関する
改正民法の施行（２０２０年４月１日）以後、
こうした問題が起こるかもしれませんが、この
話を思い出してご参考にしてください。

【ケース３　独居の区分所有者が認知

賞になったらどうするか】

　民生委員など行政機関との関わりを確認しま
す。高齢で独居であれば、関わりがあります。
　子供がいても、遠方に住んでいれば民政委員
の対象者となります。そうした方と連絡を取り、
管理組合でも連絡窓口を確保しておくことが大
事です。
　ゴミ屋敷問題、ペット問題、異臭問題、孤独
死の問題もあります。区分所有者の死亡や認知
は、管理組合にとって避けて通れない問題です。
管理組合がどう取り組めるのか考える必要があ
ります。

亡父の名義のままになっていることも少なくあ
りません。
　管理組合として懸念されることは、管理費等
の支払いです。
　夫が亡くなってからも、管理費の支払いに遅
れがなければ問題ありません。
　管理費の支払いが遅れると、管理組合は誰に
請求するのかが問題です。
　これまでは、マンションを誰が相続したかに
よって、その相続人に請求することになります。
　それは妻の場合もあり、子の場合もあります。
　遺産分割が未了のときは、相続人代表を決め
るなどしてもらい、請求することもあります。
　　　　　　　　◇
　この問題について、相続法改正が関係するか
もしれません。
　今回の法改正で、「配偶者居住権」が設けられ
ました（改正民法１０２８条以下）。
　この制度は、遺産分割によって、配偶者に配
偶者居住権を取得することが合意されたときの
み認められます。
　「区分所有権は、長男が承継するが、居住権は
配偶者が取得する」内容の分割が可能になりま
した。
　そして、１０３４条１項で、居住建物の費用
負担として、「配偶者は居住建物の通常の必要費
を負担する」と定められています。
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事業開発部　西日本事業開発課
〒532-0011
大阪市淀川区西中島5丁目14番22号
TEL 06-6306-3836   FAX 06-7662-8642
www.daiwalifenext.co.jp

建装工業株式会社 関西支店
社団法人 大阪府建築士事務所協会会員

〒564-0063 吹田市江坂 2-1-52
TEL：06-6821-3511( 代 ) FAX：06-6821-3511

本社　〒105-0003 東京都港区西新橋 3-11-1
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　チサンマンション第一江坂（吹田市垂水町３、
７階建 90 戸）の大規模修繕工事では、外壁のロー
ラー塗装を効率的に行うため、圧送ローラーを
導入して高い効果を挙げました。
　1972 年に建築された同マンションは、スタッ
コを吹き付けたあとローラーで凹凸をつけて仕
上げた、立体感のある重厚な壁面が特徴です。
ただ、表面の凹凸が深いため、改修の際は一般
的なローラー塗装が難しいなど工夫が必要でし
た。
　そこで、今回工事を担当したダイワテック㈱

（神農竹夫社長）は、塗料の飛散が少なく、均一
かつスピーディーに塗れる圧送ローラーを導入
することになりました。
　10 月 15 日にテスト施工し、塗膜の状態を確認
したあと、11 月 11 日から圧送ローラーを導入。
12 月９日には神農社長自ら現場に出向き、塗装
を陣頭指揮しました。
　今回の工事には、精和産業㈱の低圧エアレス
塗装機「とばな～い TB-8」と圧送ローラー「PR-
20W（ウール）」および「PR-20M（砂骨）」。塗料
は日本ペイントの水性二重反応硬化形シーラー

「水性シルクシーラー厚膜」、1 液水性反応硬化形
シリコン樹脂塗料「スーパーオーデフレッシュ
Ｓｉ」、エスケー化研の厚付け仕上塗材「シポロッ
クベース」などが使われました。

チサンマンション第一江坂　大規模修繕工事

現場レポート

「圧送ローラー」活用で能率アップ「圧送ローラー」活用で能率アップ

まずは通常のローラーでテスト施工

塗装機に圧送ローラー用ホースを装着

圧送ローラーによる塗装作業

神農社長（中央）自ら陣頭指揮
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　（１面関連）公開セミナー「マンションと相続」
のアンケート結果によりますと、「セミナーに参
加した理由」は「相続について深く知りたかっ
たから」（57％）が最も多く、以下「理事や専門
委員として勉強したかったから」（31％）、「ＮＰ
Ｏ集改センターのセミナーなので」（６％）、「仕
事や研究の参考にしたくて」（４％）でした。
　「セミナーに参加した感想」は「とても良かっ
た」（56％）、「まあまあ良かった」（33％）とお
おむね好評でした。
　また、「今後、取り上げてほしいテーマ」は、

「コミュニティの形成について」「高齢化対策」「管

理組合法人化について」「マンション保険の見直
しと適正化」「マンション管理のあり方」「老朽化、
高齢化、環境改善、居住者意識改革」「マンショ
ンの資産向上対策」「マンションの高齢化対応」

「役員のなり手不足への対応」「建て替えに向け
て何から始めるか」「臨時出府の決議。決算につ
いてのセミナー」「防災」「マンション修繕・維
持管理を具体的に」「入居者台帳と個人情報」な
どのご意見をいただきました。次回はこれらの
ご意見を参考に、より充実したセミナーを企画
していく予定です。

入会のご案内
■正会員（入会金 6000 円、会費 1500 円 / 月）
　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』をお届けし、お得なマンション情報

やセミナー、住民交流会等をご案内します。

■顧問契約会員（ネットワーク会員）
　マンション管理組合が対象です。『集改ニュース』を戸

数分送付、住民交流会、セミナー等にご優待、広報チ

ラシ作成、ＨＰ作成等のマンション相談も受付けます。

◎本部事務局（06-6943-8383）へお問い合せください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改
センター）は、建物の大規模修繕・改修工事な
どのハード面、及び日頃の管理組合運営に関す
るソフト面の両面から、マンションにお住まい
の方々を支援する専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 57 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

集改センターの概要 **** **** *********

公開セミナー「マンションと相続」のアンケート結果


